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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定
 （過去に先例なし、法令の定め以上に設定するのが困難）

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

　　緊急措置命令

 　 高圧ガス保安法第３９条

公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために緊急の必要があると認めるとき
 は、施設の使用を一時停止すべきことを命ずること及び製造、引渡し、貯蔵、移
 動、消費又は廃棄を一時禁止又は制限することができる。


